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 外部監査の概要 

１ 外部監査の種類

地方自治法第 条の 第 項及び第 項に基づく包括外部監査

２ 選定した特定の事件

外部監査対象

県税の賦課徴収事務について

外部監査対象期間

平成 年度（自平成 年 月 日 至平成 年 月 日）

ただし、必要に応じて他の年度についても監査対象とした。

３ 事件を選定した理由

栃木県の県税収入は平成 年度で 億円であり、一般会計歳入額

億円に占める割合は ％と、歳入の根幹をなす重要な財源となっている。

県の財政状況については非常に厳しいものがあり、平成 年に策定された

「とちぎ未来開拓プログラム」によれば、平成 年度末には財政調整的基金

が 億円しかなくなり、このままでは、多額の赤字を抱え、財政再生団体に

転落する恐れがあった。

このような状況の中、財政健全化に取り組んだ結果、平成 年度末では財

政調整的基金の残高は 億円まで回復したが、いまだ県の財政状況には厳し

いものがある。

このような状況下において、県税の徴収強化は重要な課題である。

したがって、県税の賦課徴収事務が適切に運用され、税収の確保と、課税及

び徴収の公平性が、確保されていることを検証することは、包括外部監査のテ

ーマとして適しているものと判断した。
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４ 監査の範囲

監査の対象とした部局

経営管理部 税務課

宇都宮県税事務所

鹿沼県税事務所

真岡県税事務所

栃木県税事務所

矢板県税事務所

大田原県税事務所

安足県税事務所

自動車税事務所

５ 実施した監査の方法

監査の要点

 県税の賦課徴収事務は、法令等に従い適切に行われているか。

 県税の賦課徴収事務は、公平かつ公正に行われているか。

 県税の賦課徴収事務は、効率的かつ効果的に行われているか。

 文書管理は、適切に行われているか。

 税務オンラインシステムは、適切に管理運営されているか。

実施した監査手続

 関係法令、条文、規則等の根拠規定を確認し、制度の趣旨及び事務の手続き

の流れ等を確認した。

 県税事務所及び自動車税事務所に往査し、賦課徴収事務及び滞納整理事務が、

関係法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを確認した。

 県税の賦課徴収事務について、担当者に質問するとともに関係書類を閲覧し

た。

 その他包括外部監査人が準拠性監査及び業務監査に必要と認めた監査手続を

実施した。

６ 補助者の選任

組織的な監査を実施するため、補助者として、公認会計士 福田 栄、同 森

正人、同 佐藤健二、同 小林裕史を選任した。
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７ 外部監査の実施時期

平成 年 月 日より平成 年 月 日まで監査を実施し、平成 年

月 日に最終的な意見をまとめたものである。

８ 利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、私は、地方自治法第 条の の規

定により記載すべき利害関係はない。
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 全般的事項 

１. 県の財政状況及び県税収入の状況 
平成 年 月に策定された県の「財政健全化取組方針」によれば、平成 年

当時の県の財政状況は、県債の償還が高水準にあることや、高齢化の進行に伴う

医療福祉関係経費の増加に加え、国の三位一体改革により地方交付税等が大幅

に削減された結果、財政調整的基金の取り崩しが増大し、平成 年度末には財

政調整的基金の残高が 億円となることが見込まれた。

また、県税収入の落ち込みもあり、平成 年度以降、毎年 億円を超える

大幅な財源不足が見込まれ、このままでは「財政再生団体」に転落する恐れがで

てきた。

そこで、平成 年 月に「とちぎ未来開拓プログラム」を策定し、平成

年度から 年度を集中改革期間として、財政健全化に取り組むこととした。

「とちぎ未来開拓プログラム」に掲げた給与カット、内部努力の徹底、行政経費

の削減等の取組により、平成 年度末では財政調整的基金の残高は 億円ま

で回復した。

県税収入について見ると、平成 年度は 億円まで落ち込んだが、平成

年度は 億円、平成 年度は 億円、平成 年度は 億円と、

ここ数年は年々増加している。

一方、一般会計歳入額に占める県税収入の割合は、平成 年度は ％、平

成 年度は ％、平成 年度は ％、平成 年度は ％、平成 年

度は ％と県税収入の伸びに呼応して、その比率は増加している。

税目別にみると、平成 年度においては県民税（個人県民税及び法人県民税）

と事業税とで県税収入の ％を占めているが、この二税については、税収全体

が落ち込んだ平成 年度以降毎年増加している。

県民税については、平成 年度 ％、平成 年度 ％、平成 年度 ％

それぞれ対前年度に比し伸びており、平成 年度は平成 年度に比べ ％、

金額にして 億円増加している。

事業税については、平成 年度 ％、平成 年度 ％、平成 年度

％それぞれ対前年度に比し伸びており、平成 年度は平成 年度に比べ

％、金額にして 億円増加している。

このことから、栃木県内の法人所得及び個人所得が回復傾向にあることをう

かがうことができる。
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一般会計歳入決算額の推移

平成26年度

1 県税

〈前年度比〉 ▲ 4.6% ▲ 2.2%

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 自動車取得税

(8) 軽油引取税

(9) 自動車税

(10) 鉱区税

(11) 狩猟税

(12) 旧法による税

2 地方消費税清算金

〈前年度比〉 ▲ 0.2% ▲ 0.6% ▲ 1.0%

(1) 地方消費税清算金

3 地方譲与税

〈前年度比〉

(1) 地方法人特別譲与税

(2) 地方揮発油譲与税

(3) 石油ガス譲与税

(4) 地方道路譲与税

4 地方特例交付金

〈前年度比〉 ▲ 12.7% ▲ 15.4% ▲ 61.8% ▲ 0.9%

(1) 地方特例交付金

5 地方交付税

〈前年度比〉 ▲ 9.0% ▲ 8.2% ▲ 0.7%

(1) 地方交付税

6 交通安全対策特別交付金

〈前年度比〉 ▲ 6.7% ▲ 4.5% ▲ 5.3% ▲ 7.2% ▲ 12.4%

(1) 交通安全対策特別交付金

7 分担金及び負担金

〈前年度比〉 ▲ 25.9% ▲ 20.5% ▲ 19.5% ▲ 24.6%

(1) 負担金

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度区         分

単位：千円）
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平成26年度

8 使用料及び手数料

〈前年度比〉 ▲ 38.0% ▲ 1.3% ▲ 1.8% ▲ 3.7%

(1) 使用料

(2) 手数料

9 国庫支出金

〈前年度比〉 ▲ 31.9% ▲ 7.4% ▲ 12.1%

(1) 国庫負担金

(2) 国庫補助金

(3) 委託金

10 財産収入

〈前年度比〉 ▲ 18.2% ▲ 22.4% ▲ 27.6%

(1) 財産運用収入

(2) 財産売払収入

11 寄附金

〈前年度比〉 ▲ 92.0% ▲ 75.1% ▲ 70.6%

(1) 寄附金

12 繰入金

〈前年度比〉 ▲ 34.7% ▲ 17.2% ▲ 6.2%

(1) 特別会計繰入金

(2) 基金繰入金

13 繰越金

〈前年度比〉 ▲ 25.1% ▲ 2.2%

(1) 繰越金

14 諸収入

〈前年度比〉 ▲ 6.8% ▲ 12.4% ▲ 6.4%

(1) 延滞金、加算金及び過料等

(2) 県預金利子

(3) 貸付金元利収入

(4) 受託事業収入

(5) 収益事業収入

(6) 利子割精算金収入

(7) 雑入

15 県債

〈前年度比〉 ▲ 18.3% ▲ 3.4% ▲ 10.4%

(1) 県債

〈前年度比〉 ▲ 1.7% ▲ 2.7% ▲ 1.4%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

合                 計

区         分

単位：千円）
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２. 県税徴収率の全国比較 
県税徴収率の推移及び全国比較表は ページ以下の別紙 から に示した通

りである。

以下の課題及び平成 年度重点取組内容は、県の担当課において認識して

いる事項である｡

 
全税目

（課 題）

徴収率は、前年比＋ と改善が図られているものの依然全国平均を下回り

り、全国最低レベルにある。

今後も引き続き「市町が賦課徴収する個人県民税」と「県が賦課徴収する個

人県民税を除く税目」で、それぞれ、徴収率向上に向けた取組を実施する必要

がある。

 
個人県民税（均等割＋所得割）

（課 題）

徴収率は、前年比＋ と改善が図られているものの全国平均を大幅に下回

り、全国最下位にある。

収入未済額の県全体に占める割合は ％（前年比＋ ）であり、依然、

個人県民税対策が重要な課題である。

（平成 年度の重点取組内容）

現年対策 → 個人住民税の特別徴収義務者の滞納事案における徴収支援の取組

滞繰対策 → 市町からの徴収引継（地方税法第 48 条）による徴収困難案件等を 
中心とした収入未済額の圧縮

区 分 徴収率 前年比 全国順位

（前年）
全国平均 備 考

現 滞 計 ＋ （ ） 別紙

区 分 徴収率 前年比 全国順位

（前年）
全国平均 備 考

現 滞 計 ＋ （ ） 別紙
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個人県民税（均等割＋所得割）を除く全税目

（課 題）

徴収取組が奏功し、現年で 位（前年 位）、現滞計で 位（前年 位）

となった。

引き続き、現年とともに滞繰対策を強化する必要がある。

（平成 年度の重点取組内容）

現年対策 → 早期の滞納整理の取組による早期完結の推進

滞繰対策 → 滞納処分及び徴収不能案件に係る不良債権処理の更なる推進

区 分 徴収率 前年比 全国順位

（前年）
全国平均 備 考

現 年 ± （ ） 別紙

現 滞 計 ＋ （ ） 別紙
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媛
和

歌
山

三
重

高
知

福
島

福
井

佐
賀

群
馬

長
野

東
京

東
京

広
島

岡
山

山
形

東
京

青
森

長
野

三
重

広
島

石
川

和
歌

山
福

島
広

島
宮

崎
沖

縄
福

島
群

馬
広

島
愛

媛
滋

賀
長

野
滋

賀
長

崎
宮

城
宮

崎
富

山
宮

崎
長

野
宮

崎
岡

山
三

重
東

京
秋

田
愛

媛
岡

山
東

京
広

島
神

奈
川

神
奈

川
長

野
岡

山
高

知
愛

媛
沖

縄
愛

媛
岡

山
神

奈
川

宮
崎

岡
山

神
奈

川
石

川
岡

山
滋

賀
長

崎
山

形
長

崎
静

岡
熊

本
石

川
愛

媛
長

崎
愛

媛
東

京
東

京
長

崎
宮

崎
熊

本
静

岡
滋

賀
和

歌
山

宮
城

長
崎

兵
庫

秋
田

愛
知

愛
媛

大
阪

岡
山

大
阪

宮
城

高
知

石
川

福
島

広
島

秋
田

神
奈

川
滋

賀
長

崎
宮

城
大

阪
神

奈
川

神
奈

川
石

川
神

奈
川

神
奈

川
兵

庫
岡

山
滋

賀
熊

本
大

分
愛

知
大

分
神

奈
川

福
岡

広
島

山
梨

宮
城

宮
城

静
岡

長
崎

滋
賀

福
岡

福
岡

鹿
児

島
鹿

児
島

広
島

長
崎

北
海

道
長

崎
岐

阜
鹿

児
島

愛
知

沖
縄

愛
知

兵
庫

大
阪

北
海

道
鹿

児
島

和
歌

山
熊

本
大

分
鹿

児
島

大
分

兵
庫

大
分

秋
田

鹿
児

島
和

歌
山

群
馬

兵
庫

兵
庫

兵
庫

愛
知

滋
賀

熊
本

群
馬

岐
阜

岐
阜

岐
阜

静
岡

熊
本

熊
本

鹿
児

島
大

分
福

岡
大

分
愛

媛
大

阪
鹿

児
島

福
岡

福
岡

岐
阜

岐
阜

熊
本

山
梨

鹿
児

島
和

歌
山

栃
木

北
海

道
群

馬
岐

阜
大

阪
熊

本
岐

阜
大

阪
熊

本
福

岡
愛

媛
福

岡
高

知
大

阪
宮

城
大

阪
石

川
滋

賀
福

岡
栃

木
福

岡
高

知
鹿

児
島

北
海

道
沖

縄
宮

城
大

阪
群

馬
静

岡
茨

城
茨

城
栃

木
栃

木
群

馬
北

海
道

山
梨

山
梨

石
川

滋
賀

千
葉

千
葉

兵
庫

茨
城

沖
縄

奈
良

北
海

道
静

岡
岐

阜
石

川
山

梨
埼

玉
茨

城
北

海
道

奈
良

群
馬

群
馬

北
海

道
静

岡
北

海
道

埼
玉

兵
庫

山
梨

山
梨

茨
城

山
梨

奈
良

茨
城

北
海

道
岐

阜
兵

庫
山

梨
埼

玉
千

葉
静

岡
千

葉
茨

城
群

馬
茨

城
茨

城
高

知
沖

縄
千

葉
奈

良
山

梨
静

岡
静

岡
奈

良
奈

良
栃

木
沖

縄
高

知
奈

良
沖

縄
千

葉
茨

城
千

葉
栃

木
栃

木
千

葉
奈

良
奈

良
沖

縄
埼

玉
栃

木
栃

木
栃

木
千

葉
千

葉
奈

良
福

井
福

井
福

井
福

井
埼

玉
埼

玉
埼

玉
埼

玉
埼

玉
埼

玉
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計

2
5
年

度
1
8
年

度
1
9
年

度
2
6
年

度
1
7
年

度
2
0
年

度
2
1
年

度
2
2
年

度
2
4
年

度
2
3
年

度
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個
人
都
道
府
県
民
税

（
均
等
・
所
得
割
）
徴
収
率
推
移

［
現
滞
計
］

 
 

別
紙

2 
                        順

順

位
県

　
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
　

名
徴

収
率

県
　

名
徴

収
率

位
京

都
京

都
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
島

根
京

都
京

都
京

都
京

都
京

都
京

都
京

都
京

都
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
新

潟
高

知
山

形
富

山
富

山
滋

賀
滋

賀
鳥

取
鳥

取
鳥

取
高

知
新

潟
石

川
山

形
山

形
富

山
鳥

取
滋

賀
滋

賀
高

知
鳥

取
佐

賀
富

山
滋

賀
滋

賀
山

形
富

山
奈

良
香

川
佐

賀
佐

賀
鳥

取
滋

賀
神

奈
川

徳
島

徳
島

徳
島

香
川

奈
良

長
野

神
奈

川
岩

手
鳥

取
岩

手
鳥

取
鳥

取
奈

良
富

山
高

知
香

川
長

野
神

奈
川

秋
田

鳥
取

神
奈

川
神

奈
川

香
川

徳
島

神
奈

川
神

奈
川

岩
手

長
野

岩
手

秋
田

石
川

奈
良

神
奈

川
神

奈
川

徳
島

滋
賀

香
川

香
川

鹿
児

島
兵

庫
岩

手
広

島
山

形
広

島
長

野
和

歌
山

滋
賀

和
歌

山
大

分
東

京
長

野
兵

庫
兵

庫
兵

庫
富

山
奈

良
和

歌
山

滋
賀

神
奈

川
石

川
兵

庫
長

野
広

島
高

知
和

歌
山

岩
手

奈
良

奈
良

長
野

長
野

奈
良

香
川

岩
手

山
形

佐
賀

広
島

山
形

山
形

兵
庫

香
川

香
川

岩
手

長
野

佐
賀

広
島

山
形

山
口

山
口

東
京

鹿
児

島
広

島
石

川
岡

山
和

歌
山

兵
庫

富
山

愛
媛

長
崎

香
川

大
分

愛
媛

岡
山

佐
賀

長
野

岩
手

愛
媛

富
山

愛
媛

愛
知

大
阪

岡
山

福
島

高
知

愛
媛

愛
媛

徳
島

徳
島

沖
縄

福
島

徳
島

秋
田

秋
田

石
川

山
口

山
形

山
口

広
島

大
分

大
阪

福
島

福
島

福
岡

愛
媛

福
岡

山
口

大
分

大
分

広
島

徳
島

広
島

愛
知

愛
媛

福
岡

岡
山

鹿
児

島
兵

庫
沖

縄
徳

島
岡

山
愛

知
東

京
愛

知
和

歌
山

鹿
児

島
大

分
岐

阜
長

崎
富

山
宮

崎
奈

良
大

阪
鹿

児
島

秋
田

岩
手

岡
山

鹿
児

島
兵

庫
兵

庫
広

島
岡

山
鹿

児
島

高
知

山
口

大
分

宮
崎

岡
山

福
島

福
島

福
岡

岐
阜

大
分

東
京

福
島

秋
田

長
崎

福
岡

鹿
児

島
愛

知
青

森
愛

媛
岐

阜
大

分
鹿

児
島

石
川

福
岡

長
崎

岐
阜

鹿
児

島
長

崎
宮

崎
福

岡
大

阪
福

井
宮

崎
大

阪
沖

縄
岡

山
宮

城
奈

良
福

岡
青

森
岐

阜
東

京
岐

阜
岐

阜
福

島
大

阪
三

重
岐

阜
長

崎
山

口
佐

賀
大

分
長

崎
福

井
大

阪
宮

崎
宮

崎
北

海
道

青
森

高
知

山
口

大
阪

福
井

秋
田

秋
田

愛
知

岡
山

宮
城

北
海

道
長

崎
宮

崎
長

崎
東

京
石

川
愛

知
東

京
東

京
愛

媛
高

知
佐

賀
福

井
岐

阜
大

阪
東

京
福

井
秋

田
山

梨
高

知
宮

城
宮

城
青

森
愛

知
愛

知
愛

知
宮

崎
北

海
道

秋
田

熊
本

山
口

福
井

長
崎

宮
崎

青
森

沖
縄

東
京

福
岡

北
海

道
佐

賀
佐

賀
和

歌
山

和
歌

山
青

森
福

島
三

重
石

川
三

重
岐

阜
山

口
熊

本
宮

崎
三

重
熊

本
熊

本
青

森
三

重
宮

城
大

阪
福

井
三

重
三

重
宮

城
群

馬
三

重
熊

本
熊

本
熊

本
熊

本
三

重
福

井
群

馬
群

馬
三

重
北

海
道

北
海

道
北

海
道

福
井

福
岡

栃
木

群
馬

熊
本

熊
本

北
海

道
群

馬
福

島
山

梨
山

梨
福

井
群

馬
栃

木
北

海
道

千
葉

宮
城

沖
縄

群
馬

青
森

石
川

石
川

静
岡

埼
玉

千
葉

北
海

道
千

葉
山

梨
山

梨
群

馬
青

森
静

岡
埼

玉
静

岡
埼

玉
茨

城
山

梨
千

葉
茨

城
宮

城
群

馬
群

馬
千

葉
千

葉
茨

城
埼

玉
茨

城
宮

城
千

葉
茨

城
静

岡
茨

城
山

梨
和

歌
山

栃
木

山
梨

埼
玉

茨
城

宮
城

静
岡

茨
城

青
森

茨
城

山
梨

静
岡

栃
木

沖
縄

埼
玉

埼
玉

埼
玉

埼
玉

埼
玉

和
歌

山
茨

城
山

梨
静

岡
栃

木
栃

木
栃

木
千

葉
栃

木
千

葉
沖

縄
沖

縄
沖

縄
沖

縄
静

岡
静

岡
静

岡
栃

木
千

葉
栃

木
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計
合

計2
6
年

度
1
7
年

度
2
0
年

度
2
1
年

度
2
2
年

度
2
4
年

度
2
3
年

度
2
5
年

度
1
8
年

度
1
9
年

度
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個
人
都
道
府
県
民
税

（
均
等
・
所
得
割

）
を
除
く
全
税
目
徴
収
率
推
移

［
現
年
］

別
紙

3 
                        順

順

位
県

　
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
名

徴
収

率
県

名
徴

収
率

県
　

名
徴

収
率

県
　

名
徴

収
率

位
新

潟
新

潟
徳

島
愛

知
鳥

取
徳

島
徳

島
沖

縄
徳

島
沖

縄
福

島
京

都
香

川
鳥

取
徳

島
鳥

取
山

形
徳

島
沖

縄
徳

島
徳

島
徳

島
青

森
島

根
島

根
島

根
沖

縄
香

川
群

馬
群

馬
山

口
青

森
宮

崎
徳

島
新

潟
三

重
長

野
新

潟
長

野
愛

媛
青

森
山

形
愛

知
山

形
三

重
福

井
群

馬
青

森
秋

田
福

井

鳥
取

香
川

山
口

京
都

山
形

新
潟

山
梨

秋
田

香
川

栃
木

島
根

群
馬

愛
媛

秋
田

青
森

青
森

青
森

和
歌

山
愛

媛
山

形

福
井

栃
木

福
島

香
川

香
川

宮
崎

鳥
取

宮
崎

大
分

長
野

山
形

山
口

島
根

福
井

福
島

山
形

新
潟

群
馬

山
形

大
分

三
重

長
崎

京
都

三
重

福
井

香
川

香
川

愛
媛

和
歌

山
青

森
群

馬
福

島
三

重
群

馬
群

馬
長

野
石

川
福

井
青

森
香

川
熊

本
佐

賀
秋

田
新

潟
和

歌
山

秋
田

和
歌

山
鳥

取
山

梨
和

歌
山

宮
崎

東
京

新
潟

宮
崎

宮
崎

大
分

福
井

熊
本

福
井

宮
城

岩
手

三
重

大
分

山
口

佐
賀

石
川

三
重

三
重

栃
木

秋
田

佐
賀

熊
本

栃
木

青
森

秋
田

沖
縄

長
崎

長
野

鳥
取

静
岡

静
岡

愛
知

長
崎

佐
賀

長
崎

群
馬

秋
田

島
根

宮
崎

宮
崎

石
川

島
根

和
歌

山
福

島
愛

媛
和

歌
山

宮
崎

長
崎

新
潟

山
梨

京
都

石
川

山
形

栃
木

宮
城

長
崎

東
京

宮
城

東
京

鹿
児

島

愛
知

鳥
取

熊
本

石
川

石
川

山
口

山
口

栃
木

静
岡

三
重
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３. 平成 年度税制改正（地方法人税の創設等） 
平成 年 月 日に公布された地方法人税法（平成 年法律第 号）に

より、地方法人税が創設された。

財務省から公表されたパンフレットによれば、地方法人税（国税）につい

て、「地方団体の税源の偏在性を是正し、財政力の格差の縮小を図るため、法

人住民税法人税割の税率引き下げにあわせて地方法人税を創設し、その税収全

額を交付税原資化します」とある。

具体的には、平成 年 月 日以後開始する事業年度から、道府県民税法

人税割の標準税率を ％（ ％から ％）引き下げ、及び市町村民税法人

税割の標準税率を ％（ ％から ％）引き下げ、合計 ％引き下げる

ことにあわせて、基準法人税額を課税標準とする税率 ％の地方法人税を創

設し、その税収額を地方交付税の財源とする制度である。

これに伴ない、県税の税率が変更された。

以下の表は県が公表している税率表である。

［法人事業税］

所得金額

付加価値割（付加価値額）

資本割（資本金等の額（※５））

外形法人

（※１）
左記以外 左記以外 左記以外

所得のうち年400万円以下の金額
（※4）
所得のうち年400万円を超える金額
（※4）

特別法人（※３）で､特定大規模協同組合等に該当する法人の所得のう
ち、年10億円を超える金額（※４）

普通法人

②３以上の都道府県に事務所又は事

業所を設けて事業を行う上記①以外

の外形法人（※１）

③上記①②以外の法人で資本金の額

又は出資金の額（※２）が1,000万

円以上で３以上の都道府県に事務所

又は事業所を設けて事業を行う法人

④上記①②③以外の法人

    （軽減税率適用法人）

上記以外の

普通法人

特別法人

（※３）

特別法人

（※３）

所得金額

所得金額

所得のうち年８00万円を超える金
額（※4）

資本割（資本金等の額（※５））

①電気供給業、ガス供給業及び保険

業を行う法人

所得のうち年400万円以下の金額
（※4）

所得のうち年400万円を超え800万
円以下の金額（※4）

法人及び課税標準等の区分
税                  率

Ｈ20.10.1～ Ｈ26.10.1～ Ｈ27.4.1～

普通法人

収入金額

外形法人

（※１）

外形法人

（※１）

付加価値割（付加価値額）
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［地方法人特別税］平成 年 月 日以後に開始する事業年度から適用

Ｈ20．10．1～ Ｈ26．10．1～ Ｈ27．4．1～
課  税  標  準  の  区  分

所得金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の所得割額（税額）

収入金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の収入割額（税額）

外形法人（※１）の所得割額（税額）

税           率

     
［法人県民税］

右記以前 Ｈ26．10．1～

①資本金の額又は出資金の額（※２）が1億
円を超える法人
②保険業法に規定する相互会社
③資本金の額又は出資金の額が1億円以下の
法人で、法人税割の課税標準となる法人税
額が年1,000万円（※４）を超えるもの

④上記のいずれにも該当しない法人

区                               分
税        率

平成28年4月30日まで
に終了する事業年度分

法
人
税
割

 
 

右記以前 Ｈ20．4．1～※７

②資本金等の額（※５）が1,000万円を超え1億円以下の法人  50,000円  53,500円

③資本金等の額（※５）が1億円を超え10億円以下の法人 130,000円 139,100円

④資本金等の額（※５）が10億円を超え50億円以下の法人 540,000円 577,800円

⑤資本金等の額（※５）が50億円を超える法人 800,000円 856,000円

①次に掲げる法人
イ  法人税法第２条第５号の公共法人及び地方税法第２４条第５項
に規定する公益法人等のうち、地方税法第２５条第１項の規定によ
り均等割を課することができないもの以外のもの（法人税法別表第
２に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。）
ロ　人格のない社団等（法人税法施行令第５条に列記されている収
益事業を行う者）
ハ　一般社団法人及び一般財団法人
二　保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資
金の額を有しないもの（イからハまでに掲げる法人を除きます。）
ホ　資本金等の額（※５）を有する法人（法人税法別表第２に規定
する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を
除きます。以下、この均等割の表において同じ。）で資本金等の額
が1,000万円以下であるもの

20,000円 21,400円均

等

割

区                               分
税       率   ※６
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※1 「外形法人」とは、「資本金の額又は出資金の額（※2）」が 1 億円を超える法人｡ 

 

※2 「資本金の額又は出資金の額」は、各事業年度終了の日における額を基準にします｡ 

 

※3 地方税法第 72 条の 24 の 7 第 5 項に掲げられている法人のことをいい、農業協同組合、消費生活

協同組合、信用金庫、労働金庫、中小企業等協同組合（企業組合を除く。）、森林組合、農林中央金

庫､医療法人等が該当します｡ 

 

※4  事業年度が 1 年に満たない法人にあっては、“年〇〇円”とあるところは、○○円×当該事業年度

の月数÷12 の計算式によって得られた額になります。この場合、月数の計算で 1 月に満たない端数

は切り上げて 1 月として計算します。 

 

※5 「資本金等の額」とは、法人税法第 2 条第 16 号に規定する資本金等の額（保険業法に規定する相互

会社にあっては純資産額、連結法人にあっては、法人税法第 2 条第 17 号の 2 に規定する連結個別資

本金等の額）をいい、各事業年度終了の日における額を基準にします。 

 

※6  事業年度が 1 年に満たない法人の均等割については、上記年額×当該事業年度の月数÷12 の計算

式によって得られた額になります。この場合、（例 1）事業年度の月数が 1 月を超える場合で 1 月に

満たない端数があるときはその端数を切り捨て、（例 2）当該事業年度の月数自体が 1 月に満たない

ときはこれを 1 月として計算します。  

（例 1）7 月と 25 日間→7 月 （例 2）10 日間→1 月 

 

※7  平成 20 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分から「とちぎの元気な森づくり県民税」（従前の均

等割の 7％相当額）を創設しました。 
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 個別的事項 

１. 個人県民税 

 個人県民税の概要 
 趣旨等 
県民税は、県の仕事に必要な経費を広く県民に負担してもらい（負担分任

性）、地方自治への関心を高めようという趣旨で設けられた税であり、個人に

かかるものを個人県民税という。市町村には、個人市町村民税があり、個人県

民税と合わせて通常「個人住民税」と呼んでいる。

 構成 
個人県民税は、均等割、所得割、配当割及び株式等譲渡所得割から構成され

る。

 納税義務者 
均等割 ・ 月 日現在、県内に住所がある個人

・ 月 日現在、県内に事務所、事業所、家屋敷を有する個

人で、その市町に住所がない人

所得割 ・ 月 日現在、県内に住所がある個人

配当割 ・県内に住所を有し、株式会社などから配当等（一定の上場

株式等の配当等）の支払を受ける人

株式等譲渡所得割 ・県内に住所を有し、証券会社等から株式等の譲渡益（源泉

徴収選択口座における上場株式等の譲渡に係る所得金額）

の支払を受ける人

 非課税 
均等割 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が

万円以下の者

・前年中の合計所得金額が非課税限度額以下の者

所得割 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得が 万円

以下の者

・前年中の総所得金額が非課税限度額以下の者
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 納税額 
均等割 円

所得割 課税所得金額×

配当割 支払を受ける配当等の額×

株式等譲渡所得割 支払を受ける株式等譲渡益の額×

（注）・均等割のうち 円は「とちぎの元気な森づくり県民税」である。

・平成 年度から平成 年度までの間、東日本大震災復興基本法第 条

に定める基本理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源を確保することを目的として、均等割 円が加算されて

いる。

・退職所得と土地建物などの譲渡による所得は、別の方法で計算される。

所得割の計算方法（一般的な例）

前年の収入－必要経費（給与所得者は給与所得控除額）－各種所得控除額

＝課税所得金額

課税所得金額×税率－調整控除額－税額控除額＝所得割額

所得控除

項目 控除額

雑損控除 次のいずれか多い金額

（ ）（損失額－保険等により補填される金額）－（総所得金額等

の合計額× ）

（ ）（災害関連支出の金額－保険等により補填される金額）－

円

医療費控除 （医療費－保険等により補填される金額）－（総所得金額等の合

計額× 又は 万円のいずれか低い額） （限度額 万

円）

社会保険料

控除

支払った金額

小規模企業

共済等掛金

控除

支払った金額

生命保険料

控除

（ ）平成 年 月 日以後に締結した保険契約等（新契約）

一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれにつき支

払った保険料が

円以下 ････････････････ 支払った金額

円超 円以下 ････ 支払った金額× ＋ 円
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生命保険料

控除

円超 円以下 ････ 支払った金額× ＋ 円

円超 ･･････････････････ 円

※それぞれの適用限度額は 円

（ ）平成 年 月 日以前に締結した保険契約等（旧契約）

一般生命保険、個人年金保険のそれぞれにつき支払った保険料が

円以下 ････････････････ 支払った金額

円超 円以下 ････ 支払った金額× ＋ 円

円超 円以下 ････ 支払った金額× ＋ 円

円超 ･･････････････････ 円

※それぞれの適用限度額は 円

※（ ）の新契約と（ ）の旧契約の両方について保険料の控除の

適用を受ける場合、それぞれの保険料の適用限度額は 円

※各種保険料の控除を合計した適用限度額は 円

地震保険料

控除

（ ）支払った地震保険料× （限度額 円）

（ ）平成 年 月 日までに契約した長期損害保険

（支払った保険料のうち 円までの部分の全額）＋（

円を超える部分の金額× ）（限度額 円）

（ ）と（ ）の合計の限度額 円

障害者控除 万円（特別障害者は 万円。控除対象配偶者又は扶養親族が

特別障害者で、かつ同居している場合は 万円）

寡婦（寡夫）

控除

万円（扶養親族である子があり、かつ、前年所得が 万円以

下の寡婦は 万円）

勤労学生控

除

万円

配偶者控除 一般････････････ 万円

歳以上･･･････ 万円

配偶者特別

控除

最高 万円（配偶者に所得があれば、所得に応じて減額される。）

扶養控除 一般････････････ 万円

歳以上･･･････ 万円

特定（注）･･････ 万円

同居老親等･････ 万円

基礎控除 万円

（注）平成 年度から、特定扶養親族は、 歳から 歳までとなった。
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税額控除

項目 控除額

寄附金税額

控除

地方公共団体等に対し、 円を超える寄附を行った場合、

申告により県民税及び市町村民税の控除が受けられる。

・地方公共団体に対する寄附金（いわゆる「ふるさと納税」）

・住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部

・条例で指定した寄附金（社会福祉法人や学校法人等）

控除額

（寄附金− 円）× ％（市町村民税 ％）

※ふるさと納税の場合は上記に加え、特例控除（所得割額の

割を上限）が受けられる。

住宅借入金

等特別税額

控除

所得税について住宅ローン控除を受けた場合、所得税から控除

しきれなかった額が、翌年分の県民税及び市町村民税から控除

される。

対象

平成 年から平成 年まで、又は平成 年から平成 年

月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、

所得税から控除しきれなかった控除額がある場合

 申告と納税 
均等割と所得割 月 日までに住所地の市町に申告書を提出する。ただし、

税務署に所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみ

の人は必要ない。

納税については以下の通りである。

給与所得者 月から翌年 月までの 回に分け

て、給与から差し引かれる。

歳以上の公

的年金受給者

月から翌年 月までの 回に分けて、

公的年金から差し引かれる。

上記以外 市町から送付される納税通知書（納付

書）により、 月、 月、 月、 月の

年 回に分けて市町村民税と併せて納

める。

配当割 配当等の支払をする株式会社などが毎月 日までに前月

分をまとめて申告し、納める。

株式等譲渡所得割 株式等の譲渡益の支払をする証券会社等が年間の損益を通

算し、翌年の 月 日までに申告し、納める。
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 本県の状況 
 直近 3 年間の調定額等の推移 

（単位：千円、％）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

現年度分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

滞納繰越分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

現滞計

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

 県税事務所別の調定額等 
平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越
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自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越
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栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

 徴収率と全国順位 
（単位：％、位）

現年課税分 滞納繰越分 現滞計

徴収率 全国順位 徴収率 全国順位 徴収率 全国順位

平成 年度

平成 年度

平成 年度

 
 市町別の徴収率等 

（単位：％、位）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

市町 徴収率 順位 徴収率 順位 徴収率 順位

宇都宮市

上三川町

鹿沼市

日光市

真岡市

益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

栃木市

小山市

下野市

壬生町

野木町
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岩舟町

矢板市

さくら市

那須烏山市

塩谷町

高根沢町

那珂川町

大田原市

那須塩原市

那須町

足利市

佐野市

（注）徴収率＝収入額÷調定額

現年度分と滞納繰越分の合計額にて算定

岩舟町は平成 年 月 日に栃木市と合併
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 業務フロー 
年間業務の大まかな流れ

業務・処理名 入力時期または処理時期 入力内容・処理内容・出力内容（※ 説明中の年度は例示）

例月報告書入力 前月分を翌月 日頃

例）３月実績分・・４／１０～

４月実績分・・５／１０～

５月実績分・・６／１０～

（４，５月実績は２カ年分あり）

・当該実績月の県市町村民税「調定」「収入済」「還付未済」「不納欠損」入力

→ 当該実績月の県「調定」「欠損」算出（適用あん分率を乗ずる）

・当該実績月「県市徴収金の合計額」入力

→ 当該実績月「払込すべき額」算出（適用あん分率を乗ずる）

・当該実績月時点の「送納過不足」を計算・表示

調定額変更報告書入力 ４／１～年度決算前まで ・確定あん分率の算出

（ ２６年度 ２７年４，５月実績分、 ２７年度 ２７年４，５月実績分に適用）

（払込精算チェック） 年度決算前まで ・全市町村の、 ２６年度中の、例月報告書入力漏れをチェック

（Ｈ２７年度の４，５月実績が入力済かどうかもチェック）

払込精算 年度決算時（６月中旬） ・全市町村の、 ２６年度の送納過不足額を確定。「払込精算一覧」を出力。

例月決算 毎月中旬 ・「市町村別調定収入状況調」を出力

年度決算 ６月中旬

繰越処理 年度決算後（６月中旬）

徴収状況報告書入力 繰越処理後 ・ ２６年度 調定額、収入額、収入未済額等の徴収状況入力

調定額報告書入力 徴収状況報告書入力後 ・特定あん分率の算出

（６月実績分以降の現滞に適用）

（定例５月、７月処理） ・各種集計表を出力

調定額変更報告書、徴収状況報告書、調定額報告書の入力内容

※（ ）は電算内部処理



27

２. 法人県民税 

 法人県民税の概要 
 趣旨等 
県民税は、県の仕事に必要な経費を広く県民に負担してもらい（負担分任

性）、地方自治への関心を高めようという趣旨で設けられた税であり、法人に

かかるものを法人県民税という。市町村には、法人市町村民税があり、法人県

民税と合わせて通常「法人住民税」と呼んでいる。

 構成 
法人県民税は、均等割、法人税割から構成される。

 納税義務者 
均等割 ・県内に事務所や事業所を有する法人

・県内に事務所、事業所、寮などを有する法人でない社団

や財団で代表者や管理人の定めのあるもののうち、収益

事業を行うもの

・県内に寮など（寮、宿泊所、クラブ等）を有する法人で

県内に事務所や事業所を有しないもの

法人税割 ・県内に事務所や事業所を有する法人

・県内に事務所、事業所、寮などを有する法人でない社団

や財団で代表者や管理人の定めのあるもののうち、収益

事業を行うもの

 非課税 
・公共法人で、地方税法第 条第 項第 号に掲げるもの

・地方税法第 条第 項第 号に掲げる公益法人のうち、収益事業を行わない

もの

 納税額

 均等割 
法人の資本金等の額に応じて定額

※平成 年 月 日以後に開始する各事業年度分又は各連結事業年度分から

「とちぎの元気な森づくり県民税」として従前の均等割額の ％が加算されてい

る。
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次の税率は、加算後のものである

下記以外の法人 年額 円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が 千万円を超

え 億円以下である法人

年額 円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が 億円を超え

億円以下である法人

年額 円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が 億円を超

え 億円以下である法人

年額 円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が 億円を超

える法人

年額 円

（注）資本金等の額とは、法人税法第 条第 号又は第 号の に規定する

額をいう。

法人税割 
法人税額×次の税率

区分

税率

平成 年 月 日ま

で（改正前）

平成 年 月 日か

ら（改正後）

・資本金の額又は出資金

の額が 億円を超え

る法人

・法人税額が年 千万円

を超える法人

・保険業法に規定する相

互会社

上記以外の法人

（注）・法人県民税法人税割の税率は、平成 年 月 日以後に開始する事業

年度から、改正後の税率が適用される。

・平成 年度地方税制改正において、地域間の財源の偏在性を是正し、財

政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割（県民税、市町村民税）

の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額については、地方法人税（国

税）を創設し、地方交付税原資とすることになった。地方法人税は、法

人税を納める義務のある法人が、法人税額を課税標準とし、法人税の申

告期限までに、国（税務署）に申告納付する。税率は ％である。
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 申告と納税 
法人の県民税と法人の事業税を併せて申告し、納める。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

①中間申告

（法人税で中間

申告の義務があ

る法人、収入金額

課税法人及び外

形標準課税法人）

予定申告 前事業年度の法人税割額

× ／前事業年度の月数

＋均等割額

事業年度開始の日

以後 か月を経過

した日から か月

以内仮決算に

基づく中

間申告

法人税額×税率＋均等割

額

②確定申告

（③④に該当するものを除

く）

（法人税額×税率＋均等

割額）－中間納付額

事業年度終了の日

から か月以内。

ただし、会計監査

法人の監査を受け

ることなどの理由

によって決算が確

定しない法人にあ

っては、 か月（連

結法人は か月）

以内

③解散法人の申

告

清算中の

事業年度

が終了し

た場合の

申告

法人税額×税率＋均等割

額

事業年度終了の日

から か月以内

残余財産

が確定し

た場合の

申告

法人税額×税率＋均等割

額

残余財産確定の日

から か月以内

（注 ）

④公共法人、公益法人等で法

人税が課税されないもの

均等割額 月 日

（注 ）残余財産確定の日から か月以内に、残余財産の最後の分配又は引渡し

が行われるときは、その行われる前日まで

※ 以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係都道府

県ごとの従業者数を基準にして、あん分計算した税額を申告し、納める。
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 本県の状況 
 直近 3 年間の調定額等の推移 

（単位：千円、％）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

現年度分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

滞納繰越分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

現滞計

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

 県税事務所別の調定額等 
平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越
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自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越
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栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

 徴収率と全国順位 
（単位：％、位）

現年課税分 滞納繰越分 現滞計

徴収率 全国順位 徴収率 全国順位 徴収率 全国順位

平成 年度

平成 年度

平成 年度
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 業務フロー 
 
法人県民税・法人事業税の事務概要（申告書処理に係る一連の流れ）

  

法人の設立届（事業所設置届）の受理

◎添付書類／定款・登記事項証明書（商業登記簿謄本）

※条例施行規則様式 号（別記様式第 号）

○法人の形態（非分割・本店本県・本店他県）別に番号簿か

ら課税番号を取得します。

○番号簿の課税番号に余裕がなくなってきたら、税務課（税

務電算担当）に番号簿の出力を依頼します。

課税番号の取得

○税務オンラインシステムにより法人の納税者情報を登録し

ます。

※名寄せ情報の有無、税務署の法源番号（非分割、本店本

県）、申告納付期限延長の有無（本店他県）、特別法人の

設立手続等を確認するようにしてください。

納税者の登録

申告書の発送

○申告期を迎えた法人に対して、法定納期限の１か月前に電算出力した申

告書（納付書）を当該法人に送付します。申告期限間際に新規登録した

法人や修正申告をしようとする法人に対しては、手書きで対応します。

申告書の受付・チェック

○原則は申告書のみですが、県内法人が利子割額を控除・充当希望・還

付請求する場合は明細が添付されます。

（平成 年 月 日までに支払いを受ける利子に限る）

○分割法人（本店本県、本店他県）については、分割基準明細（第 号

様式）が添付されます。
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国税資料と課税標準等

の照合

申告書の電算入力

簡易訂正・納税者へ通知

補足情報等入力

○中旬に前月受付分の集計日（例月処理）が設定されますので、その日

を目安に処理します。

○昭和 年３月 日付け税第 号総務部長通達により、簡易な計算

ミス等に該当するものは金額訂正コードを入力して処理します。

○本店本県法人の他都道府県ごとの分割基準や、所得の加算

減算項目がある場合は、調定入力後ただちに該当業務で処

理します。

調定決議

○当月調定分として入力した申告書は、翌月中旬に税額が集計され決議書

が出力されますので、入力内容等を確認のうえ調定額を決議します。

○県内法人は、国税から申告内容をＣＤで供与を受け、月１回中旬頃に

税務課でバッチ処理を行い、県税への申告内容と照合します。その結

果是認となった調定は翌月初めに是認一覧が出力されます。是認にな

らなかったもの（県税で該当する調定がないものを含みます。）は

「是認更正決定調査票」が出力されます。
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関係市町村へ通知

関係都道府県へ通知（本店本県法人のみ）

是認 更正・決定

○本店他県法人は、本店所在の都道府県から課税

標準通知が月 回税務課を経由して送付されま

すので、通知の内容をオンラインで入力し、是

認か否認かを判定します。

申告書発送へ

調査・入力・決議・通知

○是認されなかった調定は、非是認の理由を確

認し、是認相当か更正・決定が必要かを判断

します。是認相当についてはオンラインで強

制是認処理をし、更正・決定が必要なものは

未来調定日を設定して処理します。

○国税で省略是認となったものについて市町村への課税標準通知が出

力されますので、国税決議書等のコピーと一緒に関係市町村へ通知

します。本店他県法人については、本店県から送付される課税標準

額通知書のコピーで通知します。

○本店本県法人で分割基準明細の入力などの条件を満たしたものにつ

いて、関係都道府県への課税標準通知が出力されますので、確認の

うえ通知します。

○以上で１課税単位（当該法人の１事業年度）の処理が一通り完結し、

次の決算期が到来すると申告書発送から繰り返すことになります。
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３. 県民税利子割 

 県民税利子割の概要 
 趣旨等 
県民税利子割は、県内の金融機関などから利子等の支払を受ける際に課され

る税金である。

 納税義務者 
県内の金融機関などから利子等（公社債及び預貯金の利子のほか、懸賞金付

預貯金等の懸賞金等、定期積金の給付補填金などの金融類似商品の収益も含

む。）の支払を受ける人

※ 平成 年 月 日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等は利子

割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となる。（特定公社債とは国

債、地方債、外国債、公募公社債等である。）

※ 平成 年 月 日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義

務者について、利子等の支払を受ける法人は除外される。

 非課税 
 障害者等に対する利子 
・少額預金の利子………元本 万円まで

・少額公債の利子………元本 万円まで

・郵便貯金の利子………元本 万円まで（郵政民営化前に預け入れられた

定期性郵便貯金に限る。）

 財形住宅・財形年金貯蓄の利子…合計貯蓄額 万円まで 

 納税額 
支払を受ける利子等の額×

 申告と納税 
利子等の支払をする金融機関などが毎月 日までに前月分をまとめて申告

し、納める。

 その他 
県民税利子割のうち、個人が納めた部分の が市町に交付される。
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４. 個人事業税 

 個人事業税の概要 
 趣旨等 
事業税は、事業者が収益活動を行うに当たって地方団体の各種の施設を利用

し、その他の行政サービスの提供を受けていることから、これらのために必要

な経費を負担すべきであるという考え方によるもので、個人の事業に対して課

税されるものを個人事業税という。

 納税義務者 
県内に事務所・事業所を持ち第一種事業、第二種事業、第三種事業を行う個

人

 非課税 
林業、鉱物の掘採事業

 納税額 
前年中の事業の総収入額－事業の必要経費（専従者控除額を含む）＝所得金額

所得金額－事業主控除（年 万円）＝課税所得金額

課税所得金額×税率＝税額

税率

区分 事業の種類 税率

第一種事業 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、

不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取

業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶

ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印

刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理

店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問

屋業、両替業、公衆浴場業、演劇興行業、遊技

場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、

広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業

所得×

第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 所得×

第三種事業 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、

司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、

税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険

労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、

所得×
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第三種事業 不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容

業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、歯

科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家

屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業

あんま・マッサージ・はり・きゅう等の業、装

蹄師業

所得×

専従者控除

・青色事業専従者……支払給与額

・白色事業専従者…… 万円まで（配偶者の場合には 万円まで）

事業の判定基準

事業 用途・種類等 数量

不動産貸付業 住宅用 一戸建て 棟以上

一戸建て以外 室以上

土地 貸付契約件数が 件以上又

は貸付面積が 平方メー

トル以上

住宅用以外 一戸建て 棟以上

一戸建て以外 室以上

土地 貸付契約件数が 件以上

住宅用・住宅

用以外

一戸建て 収入金額が年 万円以上か

つ建物の延床面積 ㎡以上一戸建て以外

土地

駐車場貸付業 建築物でない駐車場 収容可能台数が 台以上

建築物である駐車場 収容可能台数の如何に関わら

ず事業と認定

駐車台数の把捉が困難な駐車

場

総面積 ㎡以上

 申告 
国税準拠個人 月 日までに申告しなければならない。ただし、所得税の

確定申告書又は住民税の申告書を提出した人は、個人の事業

税の申告書を提出する必要はない。

年の中途で事業をやめた人は、やめた日から か月以内に申

告する。

自主決定個人 医業等を行う個人で、社会保険診療報酬に係る所得の課税除

外の適用を受ける者、事業税を課されない事業とその他の事

業（事業税を課される事業）とを併せて行う個人等について

は、調査によって所得を決定し事業税を課する。
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 納税 
・ 月と 月に県税事務所から送付される納税通知書（納付書）により納める。

 本県の状況 
 直近 3 年間の調定額等の推移 

（単位：千円、％）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

現年度分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

滞納繰越分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

現滞計

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

 県税事務所別の調定額等 
平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越
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大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越
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鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

 徴収率と全国順位 
（単位：％、位）

現年課税分 滞納繰越分 現滞計

徴収率 全国順位 徴収率 全国順位 徴収率 全国順位

平成 年度

平成 年度

平成 年度
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 業務フロー 
個人事業税 事務処理の概要

  

所得税の資料収集

○定期賦課分の国税資料収集（２月～）

国税連携により受信したデータについて、出力条件を満たしたものを

税務課で印刷し、各県税事務所へ帳票を引き継ぎます。

事業税の申告書を提出することとなっていますが、所得税の申告書をもって

事業税申告書の提出とみなす規定があるため。

○青色決算書、収支内訳書の収集

次の業種については、青色決算書、収支内訳書を収集します。なお、

下記以外も必要に応じて収集します。また、医業については、附表も収

集します。

不動産貸付業

貸付不動産の内容把握のため。

医業（課税対象所得の把握）

社会保険診療分と自由診療分の区分のため。

社会保険診療分については収入金不算入であり、実質上非課税の

ため。

○随時賦課分、減額分（毎月）

定期賦課同様、税務課から引き継がれる帳票と、月に一回程度、前月に

申告のあった所得税の確定申告書を転写します。

期限後申告

年の中途における廃業・死亡等

年の中途において事業を廃止若しくは法人成りした者は、その

廃止等の日から１月以内に当該事業に係る所得等の申告をしなけ

ればなりません。

但し、事業廃止が死亡によるものの場合には、その廃止の日か

ら４月以内。

所得税の修正申告

所得税の更正・決定決議書
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※ 課税調査者一覧（電算出力帳票）を定期賦課までの間に見直し、課税漏れを防ぎま

す。  
  

業種等の課税要件の確認調査

電算入力処理

電算入力結果リストとの照合

○｢個人事業税に係る課税事務の取扱いについて｣ 平成 年 月 日税務

課事務連絡 により適切に取り扱います。

○不動産貸付業、医業、請負業等、決算書で確認できないものについて

は、文書照会又は電話で確認をします。また、必要に応じて現地調査を

行います。

○賦課情報登録確認リストと申告書の内容をチェックし、誤りがあった場合

は、修正入力をします。

当該年分については、定期賦課処理日の更新終了時までに再入力します。

納税通知書・調定決議書作成

○納税通知書については、誤りがないかどうかを申告書の内容と照合確認を

します。

調定決議書については、内容を分析して決議します。

納税通知書の発布

○定期賦課分については、８月及び１１月の上旬です。

随時賦課分については、その都度、月別処理します。

○納税通知書送付の際に、納税義務者に対して個人事業税についての理解を

促すため、パンフレットを同封出来るよう税務課で作成し、各県税事務所

に配布しています。
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５. 法人事業税 

 法人事業税の概要 
 趣旨等 
事業税は、事業者が収益活動を行うに当たって地方団体の各種の施設を利用

し、その他の行政サービスの提供を受けていることから、これらのために必要

な経費を負担すべきであるという考え方によるもので、法人が行う事業に対し

て課税されるものを法人事業税という。

 構成 
法人事業税は、所得割、収入割、付加価値割及び資本割から構成される。

 納税義務者 
・県内に事務所や事業所を設けて、事業を行っている法人

・県内に事務所、事業所を設けている法人でない社団や財団で、代表者の定めが

あり、収益事業を行っているもの

 納税額 

区分
法人の

種類
課税標準等の区分

税率

平成

年

月

日

まで

平成

年

月

日から

平成

年

月 日

から

①所得金額

課税法人

（②及び③

以 外 の 法

人）

普 通 法

人

所得のうち年 万円以下

の金額

％ ％ ％

所得のうち年 万円を超

え年 万円以下の金額

％ ％ ％

所得のうち年 万円を超

える金額

％ ％ ％

以上の都道府県に事務所

又は事業所を設けて事業を

行う法人で、資本金の額又

は出資金の額が 千万円以

上の法人の所得

％ ％ ％

特 別 法

人（農業

協 同 組

合、信用

所得のうち年 万円以下

の金額

％ ％ ％

所得のうち年 万円を超

える金額

％ ％ ％
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①所得金額

課税法人

（②及び③

以 外 の 法

人）

金庫、医

療 法 人

等）

以上の都道府県に事務所

又は事業所を設けて事業を

行う法人で、資本金の額又

は出資金の額が 千万円以

上の法人の所得

％ ％ ％

②収入金額

課税法人

電 気 供

給業、ガ

ス 供 給

業、保険

業

収入割 収入金額 ％ ％ ％

③外形標準

課税法人

各 事 業

年 度 末

の 資 本

金 の 額

又 は 出

資 金 の

額が 億

円 を 超

え る 法

人（収入

金 額 課

税法人、

公 益 法

人、特別

法 人 等

を除く）

所得割 所得のうち年

万円以下の金額

％ ％ ％

所得のうち年

万円を超え年

万円以下の金額

％ ％ ％

所得のうち年

万円を超える金

額

％ ％ ％

以上の都道府県

に事務所又は事

業所を設けて事

業を行う法人

％ ％ ％

付加価

値割

付加価値額 ％ ％

資本割 資本金等の額 ％ ％

平成 年度地方税制改正において、地方法人特別税の概ね 分の を法人事

業税に復元することになった。平成 年 月 日以後に開始する事業年度か

ら、改正後の税率が適用される。

平成 年度地方税制改正において、資本金の額又は出資金の額が 億円を超

える法人に導入されている外形標準課税を、 年間で現行の 分の から 分

の に拡大することになった。

分割基準

法人事業税の場合、 以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業

の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数、事務
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所・事業所と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した

額を申告し、納めることになっている。

なお、法人事業税の分割基準は、平成 年 月 日以後に開始する事業年度

から次のとおりになっている。

事業 分割基準

非製造業 銀行業、証券業、保険業、

運輸・通信業、卸売・小売

業、サービス業、建設業等

課税標準の ：事務所・事業所数

課税標準の ：従業者数

製造業 従業者数（資本金 億円以上の法人：

工場の従業者数を 倍）

鉄道事業、軌道事業 軌道の延長キロメートル数

ガス供給業、倉庫業 事務所・事業所の固定資産の価額

電気供給業 課税標準の ：事務所・事業所の固

定資産で発電所の用

に供するものの価額

課税標準の ：事務所・事業所の固

定資産の価額

 
 申告と納税 
法人の県民税と法人の事業税を併せて申告し、納める。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

①中間申告

（法人税で中間

申告の義務があ

る法人、収入金額

課税法人及び外

形標準課税法人）

予定申告 前事業年度の税額／前事

業年度の月数×

事業年度開始の日

以後 か月を経過

した日から か月

以内

仮決算に

基づく中

間申告

仮決算の所得（収入）金額

× 税率

※仮決算の所得割（収入

割）、付加価値割及び資本

割の合算額

②確定申告

（③に該当するものを除く）

所得（収入）金額× 税率

－中間納付額

※（各事業年度に係る所

得割（収入割）、付加価値

割及び資本割の合算額）

－中間納付額

事業年度終了の日

から か月以内。

ただし、会計監査

法人の監査を受け

ることなどの理由

によって決算が確

定しない法人にあ

っては、 か月（連

結法人は か月）

以内
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③解散法人の申

告

清算中の

事業年度

が終了し

た場合の

申告

所得（収入）金額× 税率

※清算中の事業年度に係

る所得割（収入割）及び付

加価値割の合算額

事業年度終了の日

から か月以内

残余財産

が確定し

た場合の

申告

所得金額×税率 残余財産確定の日

から か月以内

（注 ）

※は、外形標準課税対象法人に適用

（注 ）残余財産確定の日から か月以内に、残余財産の最後の分配又は引渡し

が行われるときは、その行われる前日まで

 地方法人特別税・地方法人特別譲与税の概要 
 趣旨等 
平成 年度地方税制改正において、地域間の税源偏在の是正に早急に対応す

るための暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」及

び「地方法人特別譲与税」が創設された。

平成 年度地方税制改正において、地方法人特別税の概ね 分の を法人事

業税に復元することになった。平成 年 月 日以後に開始する事業年度か

ら、改正後の税率が適用される。

 納税額 
法人事業税（所得割・収入割）の税額を課税標準とし、次の税率を乗じる。

区分
平成 年

月 日まで

平成 年

月 日から

平成 年

月 日から

地方法人特別

税の税率

所得金額課税法人 ％ ％ ％

収入金額課税法人 ％ ％ ％

外形標準課税法人 ％ ％ ％

 申告と納税 
法人事業税と併せて都道府県に申告し、納める。

 その他 
地方法人特別税の税収は、人口（ ）及び従業者数（ ）であん分され、

国から都道府県に譲与される。
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 本県の状況 
 直近 3 年間の調定額等の推移 

（単位：千円、％）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

現年度分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

滞納繰越分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

現滞計

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

 県税事務所別の調定額等 
平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越
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自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越
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栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

 徴収率と全国順位 
（単位：％、位）

現年課税分 滞納繰越分 現滞計

徴収率 全国順位 徴収率 全国順位 徴収率 全国順位

平成 年度

平成 年度

平成 年度

 業務フロー 
．法人県民税の業務フローを参照
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６. 地方消費税 

 地方消費税の概要 
 趣旨等 
地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実のため消費に広く負担を求

めるもので、消費税（国税）と同様に取引の各段階で課税される。

 納税義務者 
課税資産の譲渡等を行った事業者 ………………………譲渡割（国内取引）

課税貨物を保税地域から引き取る者 ……………………貨物割（輸入取引）

※保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税の支払が

猶予される場所である。

 納税額 
社会保障の安定財源の確保等を図るため、平成 年 月 日から消費税及び

地方消費税の税率が引き上げられた。

区分 平成 年 月 日まで 平成 年 月 日から

消費税 ％ ％

地方消費税 ％

（消費税額の ／ ）

％

（消費税額の ／ ）

合計 ％ ％

 申告と納税 
・譲渡割については当分の間、消費税の申告と併せて所轄の税務署に申告し、納

付する。

・貨物割については消費税と併せて税関に申告し、納付する。

 その他 
・国から各都道府県に払い込まれた後、都道府県ごとの消費に相当する額に応じ

てあん分し、清算する。

・都道府県間の清算後の収入額の 分の が市町村に交付される。
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【都道府県間の清算基準】

指標 ウェイト

「小売年間販売額（商業統計）」と「サービス業対個人事業収入額

（サービス業基本統計）」の合算額

「人口（国勢調査）」

「従業者数（経済センサス）」

【市町への交付基準】（注）

指標 ウェイト

「人口（国勢調査）」

「従業者数（経済センサス）」

（注）引き上げ分については、全て人口によりあん分する。

 本県の状況 
 直近 3 年間の調定額等の推移 

（単位：千円、％）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

現年度分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

滞納繰越分

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）

現滞計

調定額（ ）

収入額（ ）

不納欠損額（ ）

収入未済額（ ）

徴収率（ ÷ ）
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 県税事務所別の調定額等（全県分を宇都宮県税事務所で賦課徴収している） 
平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越
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大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越

平成 年度 （単位：千円、％）

県税事務所
調定額

（ ）

収入額

（ ）

不納欠損額

（ ）

収入未済額

（ ）

徴収率

（ ÷

）

宇都宮
現年

繰越

鹿沼
現年

繰越

真岡
現年

繰越

栃木
現年

繰越

矢板
現年

繰越

大田原
現年

繰越

安足
現年

繰越

自動車
現年

繰越

合計
現年

繰越
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 徴収率 
（単位：％）

現年課税分 滞納繰越分 現滞計

平成 年度

平成 年度

平成 年度

 業務フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納 税 者

申告・納付（消費税及び地方消費税）

税 務 署・税 関 国の一般会計

払込（地方消費税）

栃 木 県

市 町 村

各 都 道 府 県

栃木県を除く

徴収取扱費

清 算 金

〇徴収取扱費支払時期 ： 年 回 （通知の日から 日以内）

〇都道府県間清算時期 ： 年 回 （ 月・ 月・ 月・ 月）

〇市町村交付金交付時期 ： 年 回 （ 月・ 月・ 月・ 月）

清算対象額 ： –

清算後収入額 ： – ＋

市町村交付金 ： ÷
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〇消費税率引き上げ後の取扱い

・引き上げ分は社会保障施策に要する経費に充てるものとされたことから、平成 26 年 4 月

1 日以降、都道府県間の清算及び市町村交付金の交付は従来分と引き上げ分に区分して行

う。

○清算基準

・払込額から徴収費を控除した額を消費に関する指数（①～④の指標に基づき算出）であん

分の上、各都道府県間で清算する。

～ 年度 年度

①小売年間販売額（商業統計）

②サービス業基本統計調査 ％ ％

③人口（国勢調査） ％ ％

④従業者数（事業所統計） ％ ％

○交付基準

【従来分】 清算後の額の 1/2 を各市町村の①、②の指標であん分の上交付する。

①人口（国勢調査）

②従業者数（事業所統計）

【引き上げ分】全て人口であん分の上交付する。

 
  

年 度 平成 年 平成 ・ 年 平成 年 平成 年

従 来 分

引き上げ分


